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時�とき省略記号 期�期間 場�ところ 講�講師 対�対象 定�定員 ¥ �参加費など 持�持ち物 申�申し込み 問�問い合わせ内�内容 F �FAX �メール 他�その他

お知らせ
「くらし」「もよおし」「相談」
など、さまざまな情報をお届け

今月の市税などの納期限
5 月 31日㈮

・軽自動車税　　　　　　　全期

付
・
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
市
民
年
金
室

　
（
☎
75
‐
８
９
３
０
）

市
営
・
県
営
住
宅
の
入
居
申
し
込

み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

公
営
住
宅
は
、
住
む
場
所
に
困
っ

て
い
る
人
の
た
め
の
住
宅
で
す
。
入

居
に
つ
い
て
は
、
申
し
込
み
順
で
は

な
く
、
必
要
度
の
高
い
順
に
選
考
し

て
決
定
し
ま
す
。
入
居
条
件
や
手
続

き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問 

申
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
室
（
☎

75
‐
８
９
４
７
）
ま
た
は
荒
川
支

所
産
業
建
設
課
建
設
管
理
室
（
☎

62
‐
５
２
７
３
）

医
療
費
の
適
正
化
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

お
医
者
さ
ん
の
上
手
な
か
か
り
方

・�

休
日
や
夜
間
受
診
は
緊
急
の
と
き
の
み

・
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ

・
重
複
多
受
診
は
控
え
る

薬
の
も
ら
い
方
を
見
直
す

・
お
薬
手
帳
を
１
冊
に
ま
と
め
る

・
薬
の
も
ら
い
す
ぎ
に
注
意
す
る

・�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る

健
康
診
断
を
毎
年
必
ず
受
け
る

・�
病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が

で
き
ま
す

問
保
健
医
療
課
国
保
室

ペ
ッ
ト
を
飼
う
際
は
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

　

犬
や
猫
の
飼
い
方
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
飼
育
し

て
い
る
人
は
、
動
物
が
苦
手
な
人
が

い
る
こ
と
を
理
解
し
、
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

・�

犬
の
散
歩
中
に
ふ
ん
や
尿
を
し
た

時
は
、
ふ
ん
は
持
ち
帰
り
、
尿
は

水
で
流
し
ま
し
ょ
う
。
ふ
ん
を
放

置
し
た
場
合
は
、
廃
棄
物
処
理
法

や
軽
犯
罪
法
に
よ
る
処
罰
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

猫
は
屋
外
に
出
す
と
、
近
所
の
庭

を
汚
し
た
り
、
感
染
症
や
事
故
に

遭
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

室
内
で
の
飼
育
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

・�

飼
う
意
思
が
な
い
の
に
野
良
猫
に

エ
サ
を
与
る
の
は
や
め
ま
し
ょ

う
。
周
囲
に
猫
が
集
ま
り
、
ふ
ん

尿
や
鳴
き
声
で
近
所
に
迷
惑
が
か

か
り
ま
す
。

問
環
境
課
生
活
環
境
室

　
（
☎
75
‐
８
９
３
２
）

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
児
童

他
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な

ど
が
な
い
場
合
で
も
申
請
で
き
ま

す
が
、
障
が
い
の
状
態
に
よ
っ
て

は
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
☎
75
‐
８

９
４
０
）
ま
た
は
各
支
所
地
域
振

興
課
地
域
福
祉
室

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー 

５
月
31
日
～
６
月
６
日
は
禁
煙
週
間

　

た
ば
こ
は
、
吸
っ
て
い
る
本
人
だ

け
で
な
く
、
周
囲
の
人
の
健
康
に
も

影
響
を
与
え
ま
す
。
望
ま
な
い
受
動

喫
煙
防
止
を
図
る
た
め
、
全
て
の
施

設
は
原
則
屋
内
禁
煙
と
な
っ
て
お

り
、
特
に
学
校
や
病
院
な
ど
の
施
設

で
は
敷
地
内
禁
煙
で
す
。

　

ま
た
、
20
歳
未
満
の
人
を
喫
煙
可

能
な
施
設
や
喫
煙
室
に
立
ち
入
ら
せ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
ば
こ
を

吸
う
人
も
吸
わ
な
い
人
も
、
望
ま
な

い
受
動
喫
煙
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
村
上
保
健
所
地
域
保
健
課

　
（
☎
53
‐
８
３
６
８
）

時
間
外
窓
口
を
終
了
し
ま
す

　

本
庁
・
各
支
所
で
の
夜
間
・
休
日

窓
口
は
令
和
６
年
９
月
末
で
終
了
し

ま
す
。
時
間
外
に
各
種
証
明
書
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
コ
ン
ビ
ニ
交

　
（
☎
75
‐
８
９
３
１
）

運
転
が
不
安
に
な
っ
て
き
た
高

齢
者
や
そ
の
ご
家
族
へ

　

高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故
の

減
少
を
図
る
た
め
、
運
転
免
許
証
の

自
主
返
納
者
に
奨
励
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

・�

自
主
返
納
お
よ
び
申
請
時
に
市
内

に
住
所
の
あ
る
人

・�

65
歳
に
な
っ
た
日
以
降
に
自
主
返

納
し
た
人

・�

令
和
５
年
10
月
１
日
以
降
に
運
転

免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
人

奨
励
金　
１
万
５
千
円
（
１
人
１
回

限
り
）

申
申
請
書
に
①
と
②
を
添
え
て
電
子

申
請
、
郵
送
ま
た
は
持
参

　

①�

「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
証
取

消
通
知
」
の
写
し

　

②�

振
込
口
座
（
自
主
返
納
者
本
人

の
口
座
）
を
確
認
で
き
る
書
類

の
写
し

他
申
請
書
は
市
民
課
ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課
の
窓

口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
得
で
き

ま
す
。

問
市
民
課
生
活
人
権
室

　
（
☎
53
‐
３
３
６
３
）

村
上
市
役
所

本庁� （☎53−2111）
荒川支所� （☎62−3101）
神林支所� （☎66−6111）
朝日支所� （☎72−0111）
山北支所� （☎77−3111）

く
ら
し

〈有料広告〉〈有料広告〉〈有料広告〉〈有料広告〉

令
和
６
・
７
年
度
の
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
保
険
料
率
が

決
定
し
ま
し
た

　

令
和
６・
７
年
度
の
保
険
料
率
は
、

今
後
、
被
保
険
者
数
や
医
療
給
付
費

が
増
加
す
る
見
込
み
で
あ
る
ほ
か
、

現
役
世
代
の
負
担
増
を
抑
制
す
る
た

め
の
国
の
制
度
改
正
や
若
年
世
代
の

出
産
育
児
一
時
金
の
費
用
の
一
部
を

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
か
ら
支
援
す

る
た
め
、引
き
上
げ
を
行
い
ま
し
た
。

保
険
料
率

・
均
等
割
額　
４
万
４
２
０
０
円

・
所
得
割
率　
８
・
61
％

　

※�

被
保
険
者
本
人
の
総
所
得
金
額

な
ど
か
ら
基
礎
控
除
額
（
43
万

円
）
を
引
い
た
額
が
58
万
円
以

下
の
場
合
は
、
令
和
６
年
度
の

み
所
得
割
率
を
７
・
98
％
で
算

定
し
ま
す

問
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
業

務
課
資
格
保
険
料
係（
☎
０
２
５
‐

２
８
５
‐
３
２
２
２
）ま
た
は
税
務

課
市
民
税
室（
☎
75
‐
８
９
４
９
）

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
ま
す

支
給
月　
２
・
５
・
８
・
11
月

【
特
別
障
害
者
手
当
】

月
額
２
万
８
８
４
０
円

対
20
歳
以
上
で
、
精
神
ま
た
は
体
に

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
人

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

月
額
１
万
５
６
９
０
円

対
20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は
体
に

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

所得段階 対象 保険料（年額）

第１
・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
・�世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が80万円以下の人

２万1,540円

第２
本人が
市民税
非課税

市民税非
課税世帯

本人の前年の　
課税年金収入額

＋
その他の合計所得金額

80万円を超え120万円以下の人 ３万6,660円
第３ 120万円を超える人 ５万1,780円
第４ 市民税課

税世帯
80万円以下の人 ６万8,040円

第５ 80万円を超える人 ７万5,600円
第６

本人が市民税課税 本人の前年の
合計所得金額

120万円未満の人 ９万720円
第７ 120万円以上210万円未満の人 ９万8,280円
第８ 210万円以上320万円未満の人 11万3,400円
第９ 320万円以上420万円未満の人 12万8,520円
第10 420万円以上520万円未満の人 14万3,640円
第11 520万円以上620万円未満の人 15万8,760円
第12 620万円以上720万円未満の人 17万3,880円
第13 720万円以上の人 18万1,440円

■問［介護保険制度について］介護高齢課介護保険室（☎75−8936）
　［介護保険料の通知・納め方］税務課市民税室（☎75−8949）

令和６～８年度の65歳以上の介護保険料が決まりました

ホームページ


